
 墨田区地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例を公布する。 

  平成２７年３月１７日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇 

 

墨田区条例第２０号 



   墨田区地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第４

項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について定

めるものとする。 

 （地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準） 

第２条 介護保険法第１１５条の４６第４項の条例で定める基準は、介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６に定めるとおりとする。 

   付 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


